
練馬区在宅療養推進事業（令和６年度～令和８年度）

目標 高齢者等が在宅で安心して療養できる体制を構築する。

在宅療養推進事業

区民が在宅療養を知り、

地域で相談・支え合いが

できる環境の整備

区民への啓発

地域での支え合い

相談体制の充実

【指標】

在宅医療資源状況把握

死亡小票分析

医療・介護資源調査

高齢者基礎調査

評価・分析

認知症医学講座の実施

在宅療養講演会の実施

在宅療養ガイドブックの改訂

認知症ガイドブックの改訂

ACP（人生会議）の啓発

認知症事例検討会の開催

ケアマネジャーの育成

在宅医療同行研修の実施

ACP勉強会の開催

地域包括支援センターによる多職種連携の推進

多職種協働による地域ケア会議等の実施

入退院連携ガイドラインの活用

医療・介護連携シートの活用

医療・介護・消防（救急）との連携促進

医療連携・在宅医療サポートセンターの運営

後方支援病床の確保

休日夜間診療等支援体制の構築(仮)

専門職が安心して在宅療養

を推進できる環境の整備

専門職のネットワークの

充実

サービス提供体制の

充実

専門職への

研修機会の提供

地域包括支援センターの移転・増設

もの忘れ検診の実施

認知症専門病院との連携（アウトリーチ）

摂食・えん下機能支援事業の実施

認知症専門相談事業の実施

介護サービス事業者と連携した

認知症相談窓口の設置（R６はモデル事業）

チームオレンジ活動の実施

介護なんでも電話相談の実施
介護学べるサロンの実施

介護相談・交流カフェの実施

三療サービスを活用した家族介護者への支援
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